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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
矩形のフレームの対角線上に筋交いを配してなる耐力壁パネルを、躯体本体のうち柱及び
梁に囲まれた矩形領域内に組み付けて構成した建物の躯体構造において、
前記躯体本体のうち梁同士が直交する仕口に位置して、少なくとも３つの前記矩形領域の
共通の一辺をなす柱を、Ｈ形鋼で構成し、それら各矩形領域に嵌め込んだ耐力壁パネルを
、前記Ｈ形鋼の各側面に固定したことを特徴とする建物の躯体構造。
【請求項２】
前記柱を構成する前記Ｈ形鋼の溝には、長手方向の複数位置に、架橋部材が前記溝の幅方
向に差し渡されて固着され、
一の前記耐力壁パネルのフレームを、前記架橋部材にボルトで固定し、
他の前記耐力壁パネルのフレームを、前記Ｈ形鋼のフランジにボルトで固定したことを特
徴とする請求項１記載の建物の躯体構造。
【請求項３】
前記仕口で直交した梁を、溝形鋼又はＨ形鋼又はＩ形鋼のいずれかの形鋼で構成し、その
形鋼に備えたフランジと前記耐力壁パネルのフレームとをボルトで固定したことを特徴と
する請求項２記載の建物の躯体構造。
【請求項４】
前記仕口で直交した各梁を、溝形鋼又はＨ形鋼又はＩ形鋼のいずれかの形鋼で構成し、一
方の梁を構成する第１の形鋼に備えた溝の内側には、形鋼結合金具が配され、
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前記形鋼結合金具は、前記溝内に勘合される溝形壁の内側に、前記溝と直行するリブ壁を
一体に備えてなり、
前記溝形壁の側部及び底部を、前記第１の形鋼のウェブ及びフランジにボルトで固定する
共に、前記リブ壁の一端を他方の梁を構成する第２の形鋼のウェブにボルトで固定したこ
とを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の建物の躯体構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、鉄骨構造の建物における躯体構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
鉄骨構造の一例として、予め矩形のフレーム（仕口金物）の対角線上に筋交い（ブレース
）を配して耐力壁パネルを形成しておき、この耐力壁パネルを、躯体本体を構成する柱及
び梁に囲まれた矩形領域に組み込んで構成したものがある。図９には、そのような従来の
躯体構造の一部が示されており、矩形のフレーム１（図９には、フレーム１の一角部のみ
が示されている）の対角線上に筋交い２を設けて、耐力壁パネル３が構成され、この耐力
壁パネル３が、柱４を挟む位置に対をなして配置されている。また、柱４は、断面矩形の
角形鋼で構成されており、この角形鋼の両側面に各耐力壁パネル３，３を固定することで
、柱４を補強している。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記した構造では、耐力壁パネル３，３が並ぶ方向と、それに直交する方向と
では、柱４への補強強度が大きく異なり、補強バランスが非常に悪い。このために、補強
が弱い方向に対する強度を確保すべく、柱４全体が大型化されて、重量が大きくなるとい
う問題があった。
【０００４】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、柱の軽量化を図ることが可能な建物の躯体
構造の提供を目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段及び作用・効果】
上記目的を達成するためになされた請求項１の発明に係る建物の躯体構造は、矩形のフレ
ームの対角線上に筋交いを配してなる耐力壁パネルを、躯体本体のうち柱及び梁に囲まれ
た矩形領域内に組み付けて構成した建物の躯体構造において、躯体本体のうち梁同士が直
交する仕口に位置して、少なくとも３つの矩形領域の共通の一辺をなす柱を、Ｈ形鋼で構
成し、それら各矩形領域に嵌め込んだ耐力壁パネルを、Ｈ形鋼の各側面に固定したところ
に特徴を有する。
【０００６】
本発明の構成によれば、各矩形領域内に組み付けた３つの耐力壁パネルのうち２つは、柱
を構成するＨ形鋼の両側に配され、残りの１つの耐力壁パネルは、前記２つの耐力壁パネ
ルと直交する方向に配されて、それぞれ前記Ｈ形鋼を補強する。即ち、柱を構成するＨ形
鋼は、建物のはり間方向と桁行き方向の両方向において、それら各方向に並行した各耐力
壁パネルにて補強される。これにより、柱がバランス良く補強されて負担が軽減され、柱
の軽量化を図ることができる。
【０００７】
前記した柱を構成するＨ形鋼に耐力壁パネルを固定するための構成として、柱を構成する
Ｈ形鋼の溝には、長手方向の複数位置に、架橋部材が溝の幅方向に差し渡されて固着され
、一の耐力壁パネルのフレームを、架橋部材にボルトで固定し、他の耐力壁パネルのフレ
ームを、Ｈ形鋼のフランジにボルトで固定した構造にしてもよい（請求項２の発明）。ま
た、仕口で直交した梁を、溝形鋼又はＨ形鋼又はＩ形鋼のいずれかの形鋼で構成し、その
形鋼に備えたフランジと耐力壁パネルのフレームとをボルトで固定した構造にしてもよい
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（請求項３の発明）。
【０００８】
さらに、梁同士を直交して結合する仕口の構造として、仕口で直交した各梁を、溝形鋼又
はＨ形鋼又はＩ形鋼のいずれかの形鋼で構成し、一方の梁を構成する第１の形鋼に備えた
溝の内側には、形鋼結合金具が配され、形鋼結合金具は、溝内に勘合される溝形壁の内側
に、溝と直行するリブ壁を一体に備えてなり、溝形壁の側部及び底部を、第１の形鋼のウ
ェブ及びフランジにボルトで固定すると共に、リブ壁の一端を他方の梁を構成する第２の
形鋼のウェブにボルトで固定してもよい（請求項４の発明）。
【０００９】
このような構成にすれば、形鋼結合金具が、溝形壁の内側にリブ壁を一体に備えることで
、その溝形壁の両側部及び底部とリブ壁とが互いに補強し合い、大きな外力を受けても変
形し難くなる。そして、この溝形壁が、第１の形鋼の溝に勘合されてボルトで固定される
ことで、第１の形鋼のウェブ及びフランジと一体化して補強する役目を果たす。これによ
り、形鋼で構成した梁同士の仕口の強度アップを図ることができる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を適用した建物の一実施形態について、図１～図８を参照しつつ説明する。
本実施形態の建物は、例えば、２階建て構造をなすと共に、けた行方（図１の左右方向）
で４分割されて、上下に４世帯、計８世帯の住居５０を連ねた集合住宅になっている。
【００１１】
この建物の躯体は、図２に側面構造が示されており、柱と梁とで躯体本体５１が構成され
、それら柱及び梁に囲まれた矩形領域Ｓ１に、予め形成しておいた耐力壁パネル５２が組
み付けられる。ここで、耐力壁パネル５２は、図３に示すように、例えば、溝形鋼を枠状
に接合して矩形のフレーム５３を形成し、そのフレーム５３の両対角線上に、筋交い５４
，５４を差し渡した構造をなす。また、フレーム５３を構成する各溝形鋼の両端部には、
ボルト孔５５が貫通形成されている。なお、筋交い５４，５４は、図３に示すように、平
板部材で構成してもよいし、図示しないが、丸棒材やアングル材で構成してもよい。
【００１２】
耐力壁パネル５２は、図１の太線で示されており、各住居５０ごと見ると、各住居５０の
四隅の角部に沿って、２つの耐力壁パネル５２，５２がＬ字状に配置されている。これを
建物全体で見ると、隣り合った住居５０，５０同士の戸境部９６では、前記Ｌ字の１辺の
耐力壁パネル５２が共有されて、３つの耐力壁パネル５２がＴ字状に配置されており、こ
の部分に本発明が適用されている。
【００１３】
なお、各住居５０の両平側の耐力壁パネル５２は、建物全体で見た場合に、図１に示すよ
うに、一列に並んで耐力壁列５６，５６を構成しており、それら耐力壁列５６，５６の外
側には、さらに、それら耐力壁列５６と並行した耐力壁列５７が設けられている。そして
、これら耐力壁列５６，５７よりなる一対の耐力壁列郡５８，５８の間に建物全体が挟ま
れて、強度アップが図られている。また、図１において下側に示した耐力壁列５６，５７
同士の間は、バルコニー９７をなし、上側に示した耐力壁列５６，５７同士の間は、各住
居５０を繋ぐ通路９８になっている。
【００１４】
さて、図３～図８には、前述した耐力壁パネル５２をＴ字状に配置した部位の詳細が示さ
れている。図３において符号１０は、戸境部９６に沿って延びた梁（以下、説明の便宜上
、適宜、「戸境梁１０」という）である。この戸境梁１０の両側部には、建物の桁行き方
向に沿って延びた一対の梁２０，２０（以下、説明の便宜上、適宜、「桁行梁２０」とい
う）の各先端が垂直に結合され、もって、梁同士が直交する仕口が構成されている。そし
て、この梁構造が建物全体で３層に設けられると共に、上下方向に並んだ仕口同士の間に
、大柱３０が設けられ、さらに、この大柱３０と並行した３つの小柱３７が、仕口から３
方に延びた各梁１０，２０，２０に沿って所定の間隔を開けて設けられている。これによ
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り、柱及び梁に囲まれた３つの矩形領域Ｓ１が、大柱３０を共通の１辺とし形成されてい
る。
【００１５】
上記した各梁１０，２０及び柱３０，３７は、共にＨ形鋼で構成されている。各梁１０，
２０及び小柱３７は、それらを構成するＨ形鋼のフランジＦの平坦面が、矩形領域の内側
を向くように配されており、各フランジＦの平坦面に、耐力壁パネル５２の縁部が接合さ
れる。
【００１６】
また、大柱３０を構成するＨ形鋼の一対のフランジＦ，Ｆは、戸境梁１０に沿った方向に
並ぶように配されており、一方のフランジＦの平坦面に、耐力壁パネル５２の縁部に接合
される。さらに、大柱３０を構成するＨ形鋼の溝には、仕口側の端部寄りに、架橋部材３
６を差し渡して固着してあり、これら架橋部材３６の外面に、耐力壁パネル５２の縁部が
接合される。
【００１７】
また、各梁１０，２０及び各柱３０，３７を構成するＨ形鋼のフランジＦ及び前記架橋部
材３６には、耐力壁パネル５２の四隅に形成したボルト孔５５と整合するように、ボルト
孔が形成されている。そして、図４に示すように、架橋部材３６の裏面には、前記ボルト
孔と同軸上に、ナットＮが溶着されており、これにより、フレーム５３側からボルトを差
し込んで回すだけで、耐力壁パネル５２が大柱３０に固定される。
【００１８】
ところで、戸境梁１０と両桁行梁２０，２０とは、以下のようにして結合されている。即
ち、図５に示すように、戸境梁１０を構成するＨ形鋼の両溝内には、形鋼結合金具４０，
４０が収容されている。形鋼結合金具４０は、図６に全体が示されており、前記Ｈ形鋼の
溝の内面に沿って角Ｕ字状に形成した溝形壁４１を備え、その溝形壁４１の内側に、前記
溝と直行するリブ壁４４を溶着してなる。そして、図５に示すように、溝形壁４１の底部
及び両側部を、戸境梁１０を構成するＨ形鋼のフランジＦ及びウェブＷに共締めして固定
されている。
【００１９】
また、大柱３０を構成するＨ形鋼の両端面には、そのＨ形鋼における溝の端部開口を塞ぐ
ように、固定板３２が固着されている。そして、前記形鋼結合金具４０と戸境梁１０のフ
ランジＦとを固定するためのボルトを、前記固定板３２にも貫通形成させて共締めしてあ
る。
【００２０】
さらに、桁行梁２０を構成するＨ形鋼と形鋼結合金具４０とは、以下のようにして結合さ
れている。即ち、桁行梁２０を構成するＨ形鋼のウェブＷと、形鋼結合金具４０のリブ壁
４４とは、互いに端面同士を対向させて、一直線上に配され、その両側方から当板３３，
３３を宛い、これら当板３３，３３を前記ウェブＷ及びリブ壁４４にボルトで共締めして
ある。
【００２１】
次に、本実施形態の作用効果について説明する。
躯体本体５１に備えた矩形領域Ｓ１には、以下のようにして耐力壁パネル５２が組み付け
られる。まずは、図８に示すように、戸境梁１０に沿った矩形領域Ｓ１に、耐力壁パネル
５２を嵌め込む。そして、耐力壁パネル５２に形成したボルト孔５５（図３参照）を、戸
境梁１０及び柱３０，３７の各フランジＦに形成したボルト孔（図３参照）に整合させて
、それら各ボルト孔にボルトを通しかつ反対側でナットＮを締める。このとき、戸境梁１
０及び柱３０，３７を構成するＨ形鋼の溝は、側方に開放されているから、その溝内でナ
ットＮ又はボルトを保持して、締め付け作業を容易に行うことができる。以上により、耐
力壁パネル５２が、各戸境梁１０及び柱３０，３７にボルトにて共締め固定される。
【００２２】
次いで、図７に示すように、桁行梁２０に沿った両矩形領域Ｓ１，Ｓ１に、それぞれ耐力
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壁パネル５２を嵌め込む。そして、耐力壁パネル５２に形成したボルト孔５５（図３参照
）を、桁行梁２０及び小柱３７の各フランジＦ、及び、大柱３０に溝に備えた架橋部材３
６に形成したボルト孔（図３参照）に整合させて、それら各ボルト孔にボルトを通す。こ
のとき、大柱３０の溝は、耐力壁パネル５２により閉塞されているが、架橋部材３６の裏
面側には、図４に示すように、ボルト孔と整合する位置にナットＮを固着してあるから、
単に、ボルトを回すだけで、締め付け作業を行うことができる。また、桁行梁２０及び小
柱３７を構成するＨ形鋼は、前述の通り、溝が側方に開放しているから、その溝内でナッ
トＮ又はボルトを保持して、締め付け作業を行うことができる。以上により、耐力壁パネ
ル５２が、各桁行梁２０及び柱３０，３７にボルトにて共締め固定される。
【００２３】
このようにして、３つの耐力壁パネル５２が躯体本体５１に組み付けられると、それら耐
力壁パネル５２のうち２つは、大柱３０を構成するＨ形鋼の両側に配され、残りの１つの
耐力壁パネル５２は、前記２つの耐力壁パネル５２，５２と直交する方向に配されて、そ
れぞれ大柱３０を補強する役目を果たす。即ち、大柱３０を構成するＨ形鋼は、建物のは
り間方向と桁行き方向の両方向において、それら各方向に並行した各耐力壁パネル５２に
て補強される。これにより、大柱３０がバランス良く補強されて負担が軽減され、軽量化
が図られる。換言すると、Ｈ形鋼は、軽量化や施工の簡便さに有利な反面、柱軸方向の座
屈に対して弱いという難点があったが、耐力壁パネル５２のフレーム５３と一体化するこ
とで、その難点を解決することができ、柱の断面を有効に利用することができる。
【００２４】
また、本実施形態では、梁同士を結合する形鋼結合金具４０が、溝形壁４１にリブ壁４４
を溶着して一体に備えた構造をなすから、溝形壁４１の両側部及び底部とリブ壁４４とが
互いに補強し合い、大きな外力を受けても変形し難い。そして、図７に示すように、溝形
壁４１が、戸境梁１０のＨ形鋼の溝に勘合されてボルトで固定されることで、そのＨ形鋼
のウェブＷ及びフランジＦに一体化して補強する役目を果たす。しかも、本実施形態では
、戸境梁１０のＨ形鋼の両溝のそれぞれに形鋼結合金具４０が配されて、バランス良く補
強される。これにより、Ｈ形鋼で構成した梁同士の仕口の強度アップが図られる。
【００２５】
さらに、本実施形態の施行の簡便さについて、従来のものと比較して述べると以下のよう
である。即ち、図９に示すように、従来のものでは、柱４を構成する角形鋼の筒壁が、そ
の内外を完全に区画するために、例えば、筒壁にボルトを通して、その裏側からナットを
締めたり、或いは、裏側に予めナットを溶接しておくことができなかった。これに対し、
本実施形態の大柱３０を構成するＨ形鋼では、前述したように、フランジＦにボルトを貫
通して裏側からナットを締めたり、或いは、フランジＦに差し渡した架橋部材３６の裏側
に予めナットを溶接する作業を容易に行うことができ、従来のものに比べて、柱と耐力壁
パネルとの取り合いの自由度が高くなる。
【００２６】
＜他の実施形態＞
本発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、例えば、以下に説明するような実施
形態も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、下記以外にも要旨を逸脱しない範囲内で種
々変更して実施することができる。
（１）前記実施形態では、大柱３０を共通の１辺とする３つの矩形領域Ｓ１に、耐力壁パ
ネル５２を配した構造であったが、本発明では、少なくとも３つの矩形領域の共通の１辺
をなす柱に、耐力壁パネルを固定すればよいから、例えば、４つの矩形領域の共通の１辺
をなす柱に、４つの耐力壁パネルを固定した構造であってもよい。
【００２７】
（２）前記実施形態では、耐力壁パネル５２を躯体本体５１にボルトで固定する構成であ
ったが、例えば、耐力壁パネルを溶接にて躯体本体に固定する構成としてもよい。
【００２８】
（３）前記実施形態では、架橋部材３６の背面にナットＮを固着した構成であったが、例
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えば、ナットＮを固着せずに、耐力壁パネル５２のフレーム５３のうち大柱３０への接合
面に作業孔を形成し、その作業孔から指を差し込んでナットＮを保持してボルトを締め付
ける構成にしてもよい。また、架橋部材３６に、ボルトを螺合させるための雌ねじ孔を切
ってもよい。
【００２９】
（４）前記実施形態の梁１０，２０は、Ｈ形鋼で構成されていたが、Ｉ形鋼又は溝形鋼で
これら梁を構成してもよい。
【００３０】
（５）前記実施形態では、耐力壁パネル５２のフレーム５３が、梁１０，２０に直に接合
される構成であったが、梁と耐力壁パネルのフレームとの間に、例えば、コンクリート等
の別部材を介在させた構成にしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係る建物の平断面図
【図２】建物の躯体の側面図
【図３】仕口の周辺の構造を示す斜視図
【図４】仕口に設けられた柱の平断面図
【図５】仕口を斜め下方から見た斜視図
【図６】形鋼結合金具の斜視図
【図７】図４のＡ－Ａ切断面における側断面図
【図８】図７のＢ－Ｂ切断面における側断面図
【図９】従来の躯体構造を示す斜視図
【符号の説明】
１０，２０…梁
３０，３７…柱
３６…架橋部材
４０…形鋼結合金具
４１…溝形壁
４４…リブ壁
５１…躯体本体
５２…耐力壁パネル
５３…フレーム
５４…筋交い
Ｆ…フランジ
Ｓ１…矩形領域
Ｗ…ウェブ
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